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漕

運

と

般

商

清

代

の

一一四

ま

え

が

き

海
運
施
行
前
の
船
商
の
欽
態

河
迩
か
ら
海
運
へ
|
船
衡
の
採
用

動
観
と
漕
運
・
船
商

漕
運
制
度
の
再
建
と
船
商
の
浪
落

む

す

び

.

ま

え

1;王

き

清
代
の
漕
運
制
度
を
通
観
す
る
と
、
河
運
期
(
清
初
J
道
光
末
年
)
、

海
運
期
(
J
同
治
初
年
)
、
河
海
並
運
期
(
J光
絡
末
年
)
の
三
期
に
匡

分
ナ
る
ζ

と
が
出
来
る
。
こ
ζ

に
取
上
げ
た
船
商
と
は
、
第
二
期
K

活
躍
し
た
江
漸
海
船
商
人
の
調
で
、
第
一
期
の
河
運
制
度
の
危
機
を

救
う
た
め
に
採
用
さ
れ
、
太
卒
天
圏
内
組
中
に
唯
一
の
食
糧
補
給
役

を
果
し
た
後
、
第
三
期
に
至
つ

τ波
落
し
て
い
っ
た
も
の
を
指
し
て

山

建

子

口

い
る
。

普
通
、
ジ
ヤ
ン
ク
と
言
え
ば
奮
制
度
の
代
名
詞
の
よ
う
に
見
ら
れ
、

上
海
が
開
港
さ
れ
て
後
は
、

そ
の
後
進
性
の
故
に
自
然
に
衰
微
し
マ
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い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
私
も
そ
の
見
方
に
賛
成
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
然
し
、

曾
て
海
上
貿
易
機
を
濁
占
し
て
富
強
を
誇
つ

た
彼
等
が
、

そ
の
後
何
ら
新
生
の
道
を
見
出
し
得
ぬ
ま
ま
波
落
し
て

い
っ
た
史
賓
の
裏
に
、
幾
分
な
り
と
中
園
自
穫
の
持
つ
特
殊
性
を
考

慮
し
て
も
良
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
意
味
か
ら
、
本
稿
で
は
、
漕
運

制
度
と
の
開
連
に
於
て
、
船
商
階
級
の
辿
っ
た
道
を
明
ら
か
に
し
て

み
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

海
運
施
行
前
の
船
商
の
状
態

嘉
慶
八
年
、
運
河
の
墾
滞
に
際
し
て
「
海
運
は
経
に
数
百
年
間
行



な
わ
れ
や
ノ
。
弊
に
圏
奴
市
を
費
し
、
軽
し
く
風
湊
を
試
み
る
は
慎
重
の

道
に
非
ざ
る
な
り
」
と
、
反
封
論
を
唱
え
た
漸
江
巡
撫
院
元
は
、
道

光
年
聞
に
入
る
と
態
度
を
一
捜
し
、

「
商
船
を
以
て
大
洋
よ
り
開
東

一
歳
数
次
、
駕
駐
宜
き
を
得
、
更
番
無
失
、

且
官
造
に
較
べ
て
・
尤
も
簡
捷
た
り
」
と
、
商
船
に
よ
る
海
運
の
寅
施

に
往
来
ぜ
し
む
れ
ば
、

に
賛
意
を
表
し
て
い
る
。
彼
を
こ
の
よ
う
に
言
わ
せ
た
商
船
と
は
一

睦
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
先
歩
商
船
の
説
明
か
ら
始
・
砂
よ

う
海
運
に
使
用
さ
れ
た
船
は
、
大
部
分
沙
船
と
呼
ば
れ
る
海
船
で
あ

っ
た
。
沙
船
と
は
、
上
海
を
中
心
に
活
躍
し
て
い
た
北
洋
航
行
船
の

逼
稽
で
、
寧
波
・
康
東
一
帯
の
南
洋
航
行
船
に
較
べ
る
と
、
小
型
な

上
に
吃
水
が
浅
い
特
徴
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
沙
礁
の
多
い
北
洋

を
航
行
ナ
る
便
を
考
慮
し
た
た
め
で
、
そ
の
機
敏
な
性
格
上
、
早
く

か
ら
職
闘
・
内
河
航
行
な
と
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
然
し
、
沙
船
が
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本
格
的
に
活
動
し
始
め
る
の
は
海
禁
令
が
解
除
(
康
照
二
十
三
年
)
さ

れ
て
か
ら
の
ζ

と
で
あ
り
、
早
く
も
康
照
末
年
に
は
、
上
海
・
乍
滞

南
口
で
は
五
千
絵
艇
の
船
が
停
泊
し
、
蘇
州
船
廠
で
は
年
々
千
絵
般

を
建
造
し
た
と
停
え
ら
れ
る
ほ
と
の
盛
況
を
呈
し
て
い
た
。

沙
船
は
南
北
貿
易
を
行
な
っ
た
の
で
南
地
の
特
産
物
を
交
易
し
た

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
主
鰻
は
大
豆
で
あ
っ
た
。
大
豆
は

江
南
の
食
用
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、
乾
隆
十
四
年
ま
で

)

/
 

海
禁
物
資
に
指
定
さ
れ
て
い
た
ピ
も
拘
ら
や
ノ
、
務
正
年
聞
に
は
沙
船

商
人
に
よ
っ
て
宇
ば
公
然
と
販
運
さ
れ
て
い
た
。
而
も
加
藤
繁
博
士

の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
江
南
地
方
の
棉
作
が
護
達
ナ
る
に
つ
れ

て
肥
料
と
し
て
の
需
要
が
急
速
に
増
大
し
、
開
禁
後
に
於
け
る
ζ

の

貿
易
の
護
展
は
目
ざ
ま
し
か
っ
た
。

ζ

の
状
況
は
包
世
臣
の
「
中
街

一
勺
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
言
に
従
っ
て
纏

め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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先
歩
彼
は
、
沙
船
商
人
の
身
分
及
び
貿
易
規
模
に
つ
い
て
述
べ
て

いヲ匂。
沙
船
緊
於
上
海
。
約
三
千
五
六
百
競
。
其
大
者
載
官
餅
三
千
石
。

小
者
千
五
六
百
石
。
船
主
皆
崇
明
遁
州
海
門
南
陪
賓
山
上
海
土

着
之
富
民
。
毎
造
一
船
。
銀
須
七
八
千
雨
。
其
大
者
至
一
主
有

船
四
五
十
続
。
故
名
目
船
商
。
自
康
照
二
十
四
年
開
海
禁
。
閥

東
豆
腐
安
。
毎
年
至
上
海
者
。
千
品
開
高
石
。
而
布
茶
各
南
貨
。
至

山
東
直
隷
開
東
者
。
亦
由
沙
船
載
而
北
行
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
沙
船
商
人
と
は
江
南
土
着
の
富
商
で
あ
っ
た
こ
と
、

及
び
自
貨
の
稔
迭
と
共
に
客
貨
職
、
迭
に
も
携
づ
て
い
た
ζ

と
が
明
ら
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か
に
な
ろ
う
。
向
次
に
、

沙
船
有
曾
館
。
立
輩
事
組
之
。
予
嘗
問
其
毎
歳
潔
波
之
数
。
不

過
百
分
之
一
。
而
遇
臨
風
影
倉
在
其
中
。

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
沙
船
の
安
全
度
が
非
常
に

高
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
更
に
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う。

沙
船
以
北
行
震
放
空
。
南
行
矯
正
載
。
:
:
:
:
・
文
沙
船
順
帯
南

貨
不
能
満
載
。
皆
在
奥
地
口
。
買
人
控
草
泥
匪
船
。

即
ち
、
沙
船
は
南
行
貿
易
(
一
旦
貨
貿
易
)
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
北
行
時
に
積
荷
が
不
足
し
た
場
合
K
は
、
吃
水
を
下
げ
る
た

ゐ
泥
土
を
積
ん
で
ま
で
し
て
出
航
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
づ
く
最
後

の
記
述
は
、
客
貨
が
全
く
の
信
用
取
引
に
基
い
て
職
迭
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

九
客
商
在
開
東
立
庄
者
。
上
海
皆
有
庖
。
上
海
有
保
載
牙
人
。

在
上
海
庖
内
寓
載
。
先
給
水
脚
。
合
官
餅
毎
石
三
四
百
文
。
船

中
主
事
者
名
誉
老
。
持
行
票
庖
信
。
放
至
関
東
装
貨
。
並
無
客

砂
押
載
。
従
不
聞
有
欺
覇
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
商
品
の
安
全
度
に
於
て
絶
射
の
信
用
を
得

て
い
た
富
商
達
は
、
莫
大
な
利
盆
を
求
め
て
年
に
四
回
も
南
北
聞
を

往
復
し
て
い
た
。
と
の
場
合
、

一
回
の
貿
易
で
と
れ
位
の
利
益
を
上

げ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
道
光
年
間

K
一
客
商
が
北
行
貿

凶

日
勿
で
三
倍
の
利
益
を
上
げ
得
た
と
い
う
例
を
多
少
割
引
い
て
考
え
る

と
し
て
も
、

常
時
、
海
上
貿
易
の
利
盆
が
E
額
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
而
も
、
船
商
は
、

こ
れ
だ
け
利
盆
の
あ
る
北

行
貿
易
を
副
産
物
と
見
倣
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
尚
更
で
あ
る
。

こ
う
し
て
彼
等
は
、

「
騎
逸
性
を
成
し
、

保
載
牙
行
の
経
紀
を
現
る

こ
と
奴
隷
に
殊
な
ら
や
ノ」

と
稀
さ
れ
る
ほ
ど
の
勢
力
を
振
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
船
商
の
繁
祭
振
り
に
閥
ナ
る
記
述
は
こ
の
位
で
充
分
な
こ

と
と
思
う
。
南
行
貿
易
に
急
ぐ
あ
ま
り
、
北
行
貨
物
が
不
足
し
が
ち

で
あ
っ
た
こ
と
と
、
安
全
度
・
信
用
度
が
高
か
っ
た
と
と
を
も
う

一

度
強
調
し
て
、
次
に
肝
心
の
漕
運
の
方
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
。

- 58ー

河
運
か
ら
海
運
へ
|
船
商
の
採
用

先
に
、
医
分
の
使
宜
上
、
海
運
の
賓
施
を
道
光
末
年
に
置
い
た
が
、

最
初
の
海
運
は
、
道
光
六
年
に
一
度
だ
け
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

原
因
は
、
道
光
四
年
の
黄
河
大
氾
濫
に
よ
っ
て
運
河
が
阻
絶
し
た
こ

と
に
あ
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
、
租
法
を
重
ん
じ
る
清
朝
に
と
っ
て

み
れ
ば
、
運
河
の
阻
絶
と
海
運
の
試
行
ど
は
そ
う
簡
単
に
結
び
附
く

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
聞
に
は
、
河
運
績
行

・
海
運
試
行
の
二
論
が



か
な
り
激
し
く
闘
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ζ

の
論
戦
を
通
じ
て
大

雑
把
に
両
涯
を
色
分
け
し
て
み
る
と
、
前
者
が
河
・
潜
総
督
を
中
心

と
ナ
る
潜
河
官
吏
で
あ
っ
た
の
に
劉
し
、
後
者
が
地
方
督
撫
を
中
心

回

と
す
る
納
漕
州
照
官
吏
で
あ
っ
た
と
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ζ

の一

一
見
、
組
法
を
遵
守
し
よ
う
と
ナ
る
保

事
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

守
涯
と
、
時
宜
に
適
し
た
製
法
を
唱
え
る
進
歩
涯
と
の
針
立
で
あ
る

か
に
み
え
る
そ
の
裏
に
は
、
官
僚
聞
の
劃
立
が
潜
ん
で
り
た
の
で
あ

っ
た
。

ζ

の
封
立
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
に
漕
運
制
度
に
於

け
る
官
僚
艦
系
を
調
べ

T
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

戸
部
則
令
に
基
い
て
漕
官
の
関
係
を
圃
式
で
示
ナ
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

督
撫
1

糧
道
1

州
鯨
官
(徴
収
官
)|
農
民

ご
|
寸
一
伺
知
遁
創
刊
(
監
免
官
)

漕
督
川
糧
道

l
「
同
知
遁
剣
(
押
運
官
)

一

一

一

|

(

幣

)

一

一

一

荷

好

|

丁

↑

一

;
J
T守
備
千
組
(
領
運
官
)
|
旗
丁

一

「

↓

「
|
沿
河
地
方
官
(
催
倭
官
)
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-
ζ

の
圃
式
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
潜
官
に
は
、
糧
道
以
下
の
納

漕
州
鯨
官
と
、

そ
れ
以
外
の
催
倭
官
と
が
あ
っ
た
。
初
め
ζ

の
南
者
、

は
卒
衡
を
保
っ
て
い
た
が
、
候
補
官
吏
が
著
し
く
巷
滞
し
た
嘉
慶
年

聞
に
な
る
と
、
漕
委
の
名
目
で
治
河
催
償
官
の
数
が
急
激
に
増
加
ナ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
の
膨
脹
は
、

各
上
司
明
知
此
等
漕
委
。
無
精
公
事
。
然
不
得
不
借
帯
丁
之
脂

膏
。
以
酬
属
員
之
奔
競
。
且
震
保
翠
私
人
之
地
。

の
-
一
言
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
正
規
の
ル
'l
ト
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、

一
種
の
私
人
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
漕

委
の
利
害
が
漕
督
の
利
害
に
結
び
附
き
、
簡
単
に
河
運
を
底
止
出
来

- 59ー

ぬ
一
因
の
潜
ん
で
い
た
と
と
が
明
ら
か
に
・
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
漕
委
達
は
、
役
目
を
果
ナ
よ
り
旗
丁
か
ら
索
取
ナ
る
こ
と

を
仕
事
と
心
得
て
い
る
者
逮
で
あ
る
が
、
索
取
を
蒙
っ
た
旗
丁
は
、

更
に
州
鯨
に
縛
嫁
ナ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

ζ

の
聞
の
安
全
鱒
と

な
っ
た
も
の
が
智
費
で
あ
っ
た
。
育
費
と
は
、
旗
丁
が
無
制
限
に
州

臓
か
ら
需
索
ナ
る
弊
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
薙
正
初
年
、
蘇
州
布
政
使

郭
爾
泰
が
新
た
に
立
て
た
費
目
の
名
稿
で
あ
る
。
そ
の
額
は
毎
石
六

分
と
さ
れ
、
半
額
を
旗
丁
に
(
毎
船
二
十
爾
)
、
残
り
半
額
を
州
服
輝

，，

凶

漕
費
に
充
て
る
建
前
と
さ
れ
た
が
、
任
意
の
需
索
を
防
ぐ
と
い
う
名

目
は
現
賓
に
は
旗
丁
の
私
抽
を
公
認
す
る
結
果
し
か
残
さ
な
か
っ
た
。
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た
と
え
ば
、
ナ
で
に
薙
正
十
年
、
湖
北
の
育
費
額
は
毎
船
百
三

・
四

十
爾
か
ら
二
百
南
に
上
っ
て
居
川
、
以
後
、
嘉
慶
五
年
に
は
三
百
雨
、

十
五
年
に
は
五
百
雨
、

道
光
初
年
に
は
七

・
八
百
爾
と
増
加
の
一
途

を
辿
フ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
莫
大
な
負
櫓
を
荷
わ
さ
れ
た
農
村
で
は
、
軒
待
費
の
名
に

か
ζ

つ
け
て
浮
収
を
行
な
う
徴
収
官
と
、

そ
の
弱
粘
ー
を
握
っ
た
紳
衿

層
と
の
結
託
が
顕
著
と
な
り
、
所
調
包
納
制
度
が
成
立
す
る
の
で
あ

る。
以
上
を
纏
め
て
、
成
盟
初
年
に
は
、
滞
運
の
利
は

「
丁
背
差
役
が

ω
 

百
、
官
が
十
、
紳
が
二
・
三
、
衿
が

一
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
道

光
初
年
で
も
さ
ほ
と
愛
り
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
潜

糧
が
官
吏
丁
忍
円
等
の
私
避
を
肥
ナ
手
段
に
な
っ

T
か
ら
と
い
う
も
の
、

納
潜
地
方
で
は
、
供
出
高
が
漕
費
の
牟
額
に
も
達
し
な
い
地
方
も
現

れ
、
各
地
方
で
大
量
に
補
充
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
を
招
い
た
。
そ

ζ

で
各
地
方
で
は
、
漕
項
の
奏
鈎
が
翌
年
に
行
な
わ
れ
る
規
定
を
悪

用
し
、
奏
錨
期
直
前
に
掻
営
者
を
移
動
さ
せ
て
責
任
を
逃
れ
る
風
潮

が

一
般
的
と
な
り
、
江
蘇
で
は

「
二
載
不
調
の
倣
な
し
」
と
の
有
援

に
ま
で
至
っ
た
。
こ
う
な
れ
ば
、
徴
収
最
高
責
任
者
た
る
督
撫
が
河

運
を
忌
避
す
る
の
は
蛍
然
の
こ
と
で
、
彼
等
が
漕
費
を
減
ら
ナ
立
場

か
ら
海
運
に
賛
成
し
た
理
由
も
肯
け
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
黄
河
が
氾
濫
ナ
る
と
否
と
に

拘
ら
歩
、
漕
運
制
度
は
そ
れ
自
睦
施
ナ
術
の
な
い
扶
況
に
立
ち
至
つ

て
い
た
。
ζ

の
時
、
出
俊
法
論
者
の
眼
に
映
っ
た
の
が
、
前
述
し
た
船

商
で
あ
っ
た
。
船
商
の
存
在
に
力
を
得
た
海
運
主
張
涯
は
積
極
的
に

貫
地
調
査
に
乗
出
し
、

更
に
朝
廷
に
働
き
か
け
た
。

一
方
、
組
法
を

捨
て
た
が
ら
ぬ
清
朝
も
、
終
始
暖
昧
な
態
度
を
取
り
績
け
は
し
た
も

の
の
、
遂
に
食
糧
補
給
と
い
う
至
上
命
令
に
動
か
さ
れ
、
頼
み
に
し

.
て
い
た
運
河
復
奮
工
事
の
失
敗
を
機
舎
に
、
「
楼
宜
の
措
置
」
と
し
て

海
運
の
試
行
に
同
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
、
道
光
六
年
の
漕
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運
は
海
運
に
改
め
ら
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

船
商
の
採
用
に
や
田
つ
て
は
、
協
耕
大
息
一
土
英
和
が
「
四
善
の
法
」

を
唱
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
四
善
と
は
、
①
船
商
は
海
路
に

熟
悉
し
て
い
る
の
で
危
険
が
な
い
。
②
造
船
費
が
省
け
る
上
に
河
船

費
で
一
切
を
賄
な
う
こ
と
が
出
来
る
。
③
南
行
貿
易
を
制
限
し
な
け

れ
ば
商
人
は
喜
ん
で
参
加
す
る
だ
ろ
う
。
④
運
賃
を
支
給
し
て
商
人

に
利
盆
を
興
え
れ
ば
監
督
の
必
要
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、

商
船
の
採
用
が
官
商
共
に
得
策
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ζ

の

よ
う
に
し
て
、
従
来
旗
丁
の
盗
糧
・
索
費
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
州
，



腕
と
、
南
貨
の
不
足
を
か
こ
ち
が
ち
で
あ
っ
た
船
商
と
は
完
全
に
意

見
の
一
致
を
見
、
篠
件
が
協
議
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

商
船
の
雇
用
線
件
と
し
て
は
、
先
デ
給
輿
と
し
て
、
水
脚
銀
毎
石

三
銭
九
分
。
稿
費
銀
誉
舵
一
一
問
、
副
舵
六
銭
、
水
手
三
銭
。
紳
一
幅
銀

毎
船
四
雨
。
棒
夫
一
雇
用
費
毎
石
一
千
文
。
白
糧
耗
米
一
割
。
漕
糧
耗

米
八
分
の
額
が

J

定
め
ら
れ
た
。
こ
の
内
、
耗
米
は
不
慮
の
災
害
に
備

え
て
三
割
品
開
計
に
見
込
ん
で
あ
り
、
戸
部
が
収
買
し
て
賓
質
賃
金
を

引
上
げ
る
よ
う
取
り
計
ら
れ

τい
た
。
然
し
、
嘗
時
の
商
貨
運
賃
が

大
健
四
銭
了
二
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
お

ら

号

、

皇

居

み
て
も
漕
運
運
賃
の
方
が
幾
分
低
額
で
あ
っ
た
模
様
で
あ
り
、

分
は
、

そ
の刷

出

い
き
お
い
他
の
恩
典
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

恩
典
の
第
一
は
、
装
糧
二
割
分
の
私
貨
を
兎
税
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
同
年
、
克
税
に
よ
る
税
関
の
減
収
は
一
真
徐
雨
に
ナ
ぎ
な
か
っ

凶

た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
が
、
公
の
場
以
外
で
要
求
さ
れ
る
諸
費
を
考

え
合
せ
る
な
ら
、
商
人
に
と
っ
て
何
よ
り
も
貴
重
な
保
件
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
第
二
の
恩
典
は
運
栂
後
の
表
彰
で
あ
っ
た
。
即
ち
、

一
高
石
以
上
運
ん
だ
者
に
は
額
高
に
腰
じ
て
九
口
聞
か
ら
四
品
ま
で
の
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職
衝
が
輿
え
ら
れ
、
既
に
摘
納
に
よ
っ
て
五
品
以
上
の
資
格
を
有
ナ

る
者
に
は
特
別
の
考
慮
が
排
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
嘗
を
得
・
な
い
比

較
か
も
知
れ
ぬ
が
、
二
十
年
動
績
無
事
故
者
に
じ
て
始
め
て
九
品
が

興
え
ら
れ
る
旗
丁
に
較
べ
る
と
、
こ
れ
文
異
例
の
措
置
と
言
わ
ね
ば

な
る
ま
い
。

ζ

れ
ら
諸
篠
件
の
下
に
、
船
商
達
は
八
割
の
漕
糧
と
二
割
の
私
貨

を
積
込
ん
で
上
海
を
出
航
し
、
卸
糧
後
、
奉
天
・
山
東
を
廻
っ
て
南

貨
を
積
換
え
、
蹄
航
ナ
る
、

と
の
行
程
を
一
回
乃
至
二
回
繰
り
返
し

た
の
で
あ
っ
た
。

ζ

の
結
果
、
第
一
回
海
運
は
、
四
月
か
ら
八
月
ま

で
の
四
ヶ
月
聞
に
商
船
延
べ
千
五
百
徐
隻
を
使
用
し
、
百
六
十
三
寓

儀
石
の
漕
一
糧
を
無
事
輸
送
ナ
る
こ
と
が
出
来
ヤ

ζ

の
際
、
懸
念
さ
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れ
た
轍
迭
費
は
百
四
十
高
除
雨
を
費
し
た
に
ナ
ぎ
や
ノ
、
経
費
・
所
要

時
間
・
漕
糧
の
安
全
度
に
於
て
、
河
運
よ
り
盗
か
に
勝
っ
て
い
る
ζ

m
 

と
が
謹
明
さ
れ
た
。
文
商
人
側
に
於
て
も
、
商
貨
を
運
ぶ
よ
り
利
益

四
国

の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
積
極
的
に
二
回
運
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
今
回

の
海
運
は
官
商
共
に
成
功
を
収
め
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

議
期
以
上
の
成
功
に
気
を
良
く
し
た
宣
宗
は
、
翌
年
も
引
績
き
海

運
を
行
な
L
S

う
と
し
た
が
、
間
も
な
く
運
河
復
嘗
工
事
が
完
成
し
た

四

た
め
賓
現
し
な
か
っ
た
。
以
後
再
び
海
運
が
賓
施
さ
れ
る
に
は
二
十

年
の
歳
月
を
必
要
と
ナ
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
、
今
回
の
試
行
は
、

海
運
の
利
黙
を
賓
地
に
確
め
、
河
運
の
弊
害
を
明
る
み
に
出
し
た
と
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い
う
貼
に
於
て
、
潜
運
史
上
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

街
表
彰
の
結
果
を
見
て
み
る
と
、
率
先
し
て
職
迭
し
た
四
十
六
名

中
、
過
字
数
の
二
十
六
名
が
翠
人

・
監
生
・
貢
生
・
掴
職
所
持
者
で

占
め
ら
れ
川
、
海
運
を
寅
際
に
推
進
し
た
勢
力
が
地
方
紳
商
階
級
で
あ

っ
た
と
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

動
飢
と
潜
運
・
船
商

海
運
中
止
以
後
二
十
年
、
漕
運
の
弊
害
は
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら

ぬ
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
二
章
で
述
べ
た
奏
錨
期
の
問
題
と
も
開

連
し
て
漕
糧
未
納
額
は
年
々
増
大
し
、
道
光
二
十
六
年
に
は
、
江
南

だ
け
で
五
十
徐
の
州
鯨
が
減
糧
を
願
い
出
る
ほ
と
に
な
っ
た
。
江
蘇

省
で
は
こ
の
原
因
を
駕
費
の
過
重
に
求
め
、
海
運
に
す
れ
ば
河
運
節

省
費
だ
け
で
三
十
寓
石
を
響
補
し
得
る
と
上
奏
し
た
の
で
、
こ
こ
に

-
道
光
二
十
八
年
、
蘇
松
太
二
府
一
州
に
限
っ
て
再
び
海
運
を
賓
施
ナ

る
こ
と
と
な
っ
勺
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
決
定
に
謝
し
て
強
硬
な
反
劉

を
唱
え
た
の
が
漕
運
総
督
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
減
糧
の
原
因
が
河
運

の
弊
害
に
あ
る
と
主
張
し
た
督
撫
に
反
駁
じ
て
州
豚
官
の
浮
収
に
あ

る
と
し
、
更
に
水
手
を
解
散
す
る
危
険
を
指
摘
し
た
が
容
れ
ら
れ
な

か
っ
旬
。
止
む
を
得
ぬ
権
宜
措
置
と
見
倣
さ
れ
た
前
回
と
異
な
り
、

海
運
の
長
所
と
河
運
の
弊
害
が
一
般
に
認
め
ら
れ
る
段
階
に
ま
で
達

し
マ
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

確
か
に
今
回
の
海
運
は
、
結
果
的
に
見
れ
ば
裕
漕
と
い
う
蛍
初
の

目
的
に
叶
っ
て
い
た
。
然
し
、
同
時
に
漕
運
総
督
の
務
想
も
適
中
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
現
れ
が
、
同
年
三
月
に
起
っ
た
青
浦
事
件
で

あ
っ
た
。
所
調
車
内
浦
事
件
と
は
、
解
雇
さ
れ
た
河
船
水
手
達
が
青
浦

で
宣
教
師
を
殴
打
し
た
事
件
で
あ
る
。
事
件
の
護
端
は
と
れ
だ
け
の

ζ

と
で
あ
っ
た
が
、
紛
争
の
手
懸
り
を
求
め
て
い
た
英
園
官
憲
は
、

犯
人
の
引
渡
し
を
要
求
し
て
袋
免
を
終
え
た
漕
船
を
封
鎖
ナ
る
と
い
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う
強
硬
な
態
度
を
取
り
、
海
運
は
一
時
中
絶
の
危
険
に
曝
さ
れ
た
。

然
し
、

一
先
歩
海
運
は
支
障
な

く
，三7

7c 

7 
し ほ
たωと
。な

く
中
園
側
が
折
れ
た
た
め

こ
の
影
響
を
受
け
て
、
海
運
は
成
盟
元
年
ま
で
中
止
さ
れ
た
。
威

豊
元
年
は
蘇
松
常
太
各
州
豚
の
白
糧
だ
け
職
迭
さ
れ
た
が
、
翌
二
年

に
な
る
と
、
盟
口
河
工
費
を
補
充
ナ
る
必
要
か
ら
、
蘇
松
糧
道
所
属

地
方
全
障
が
海
運
に
出
演
っ
た
。

つ
ま
り
と
の
頃
に
は
、
海
運
は
漕
運

費
節
約
の
唯
一
の
手
段
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
同
年
の
河
工
は
失
敗
に
終
り
、
淑
江
省
の
軍
船
が
年
内
に

回
空
出
来
ぬ
と
い
う
事
態
を
惹
起
し
た
。
従
来
漸
江
省
は
、
上
海
か



ら
離
れ
て
い
る
と
の
理
由
で
河
運
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
事
ζ
ζ

に

至
つ
て
は
海
運
に
切
り
換
え
ざ
る
を
得
・
な
く
な
っ
向
。
而
も
翌
三
年

に
な
る
と
太
平
軍
の
攻
撃
が
激
し
く
な
り
、
十
年
に
淑
江
・
十
一
年

に
江
蘇
が
停
運
ナ
る
ま
で
ζ

の
事
態
は
績
い
た
の
で
あ
っ
た
。
江
湖

海
運
米
は
、
職
能
中
に
河
南
・
江
西
・
安
徽
・
南
湖
令
地
方
が
折
納

に
獲
っ
た
た
め
、
文
字
、
通
り
清
朝
の
命
脈
と
な
っ
た
が
、

ζ

の
聞
の

漕
運
事
情
は
、
内
外
諸
情
勢
め
緊
迫
し
た
折
柄
、
非
常
な
困
難
を
極

め
た
。
績
い
て
こ
の
聞
の
事
情
、
特
に
外
園
勢
力
と
の
関
係
に
目
を

移
し
て
み
よ
う
。

諸
列
強
の
中
園
侵
略
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
道
光
三
十
年
、
前

任
漕
督
周
天
欝
が
、
①
漕
運
封
鎖
、
②
天
津
襲
撃
、
③
山
海
開
侵
攻

伺

の
三
黙
を
奉
げ
て
い
る
よ
う
K
、
漕
運
妨
艇
が
一
焦
駐
と
な
っ
て
い

た
。
そ
の
意
圃
を
最
も
露
骨
に
現
し
た
の
が
、

ア
ロ

l
戦
争
か
ら
北

京
篠
約
締
結
に
至
る
四
年
間
で
あ
っ
た
。

成
豊
七
年
末
、
康
川
城
陥
落
の
報
を
得
た
上
海
で
は
、
先
歩
商
人

が
動
擦
を
一
示
し
、
装
免
期
に
も
拘
わ
ら
や
ノ
、
承
運
沙
船
は
半
数
に
も

充
た
ぬ
有
様
で
あ
っ
か
ゆ
そ
の
上
、
混
観
に
拍
車
を
か
け
る
か
の
よ

う
に
、

上
海
に
居
留
ナ
る
外
園
商
人
の
聞
か
ら
、
連
合
軍
は
海
運
を
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匝
縦
し
よ
う
と
し

T
い
る
と
の
浮
言
が
と
ん
だ
。

ζ

の
浮
言
は
、
失

業
者
の
暴
動
化
を
強
調
し
た
蘇
松
太
遁
辞
換
の
警
告
に
よ
っ

T
一
時

収
ま
っ
た
も
の
の
、
海
運
の
前
途
に
は
始
め
か
ら
危
険
が
務
想
さ
れ

・

開
た。

ζ

の
危
険
を
犯
し
て
出
航
し
た
海
船
を
待
ち
構
え
て
い
た
か
の

よ
う
に
、
成
豊
八
年
五
月
、
太
泊
攻
撃
が
開
始
さ
れ
た
。
航
行
途
上

に
あ
っ
た
千
徐
隻
の
漕
船
は
、
或
は
山
東
に
待
避
し
、
或
は
奉
天
に

迂
回
し
て
砲
火
を
避
け
た
が
、
海
運
局
も
何
ら
施
ナ
術
を
持
た
ぬ
ま

却

ま
戦
争
は
終
結
し
、
天
津
僚
約
が
締
結
さ
れ
た
。
天
津
篠
約
は
後
の

中
園
枇
禽
に
多
く
の
禍
根
を
残
し
た
燦
約
で
あ
る
が
、

ζ

の
内
海
運

に
直
接
影
響
を
興
え
た
篠
款
は
、
牛
荘
・
登
州
の
開
港
で
あ
っ
た
。
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前
述
し
た
よ
う
に
船
商
は
全
く
豆
貨
貿
易
に
依
存
し
て
い
た
開
係
上
、

本
保
款
は
直
ち
に
彼
等
が
濁
占
し
て
い
た
利
盆
を
務
円
や
か
す
危
険
を

蔵
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
ζ

で
中
園
側
は
、
同
年
十
二
月
に
締
結

し
た
税
則
僚
款
に
南
口
の
大
豆
・
豆
粕
を
禁
幣
品
と
ナ
る
一
項
を
加

悶

え
、
そ
の
打
撃
を
防
と
う
と
努
診
た
。

と
ろ
し
て
紛
争
は
一
先
歩
落
着
し
た
。
然
し
、
間
も
な
く
爾
園
の

開
係
ば
僚
約
批
准
を
め
ぐ
っ
て
険
悪
と
な
り
、
再
び
漕
運
妨
擬
の
企

て
が
世
情
を
飢
ナ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
気
配
を
感
じ
と
っ
た
蘇
松

太
道
呉
照
は
、
騒
援
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
る
外
園
商
人
を
利
用
し
て

英
園
官
憲
を
牽
制
し
よ
う
と
し
、
漸
江
商
人
楊
坊
を
折
衝
の
任
に
充
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て
た
。

ζ

の
計
査
は
成
功
を
収
め
、

一
先
歩
九
年
分
第
一
次
漕
船
は

成
豊
十
年
三
月
か
ら
四
月
の
聞
に
上
海
を
出
航
し
て
い
っ
た
。
こ
れ

よ
り
前
、
九
年
末
に
阻
漕
の
企
み
を
探
知
し
た
呉
何
等
は
、
事
前
に

採
買
職
迭
の
策
を
講
じ
て
み
た
が
、
商
人
が
危
催
し
た
結
果
、
規
定

ω
 

の
漕
運
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
c

こ
の
問
、
英
閏
公
使
ブ
ル
ー
ス
は
、

一
度
阻
漕
の
企
T
を
撤
回
し

は
し
た
が
、
決
し
て
諦
め

T
い
た
-
諜
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
危
険

の
迫
っ
た
四
月
中
旬
、
彼
は
併
園
公
使
。
フ
ル
プ
ロ
ン
と
共
に
、
欄
漕

停
税
を
協
議
す
る
た
め
の
外
園
商
人
集
合
間
を
聞
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
集
合
を
知
っ
た
中
国
商
人
は
、
沙
船
水
夫
二
千
徐
人
を
集
め
て

合
場
に
押
し
か
け
、

「
・
お
め
お
め
と
死
を
待
つ
位
な
ら
、

今
h
g
前
達

と
一
緒
に
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
」
と
翠
呼
さ
せ
た
。
こ
の
呼
び
か
け

は
禽
場
の
空
気
を

一
織
で
、
再
び
妨
磁
策
は
取
り
止
め
と
な
っ
た
向
、

英
園
側
の
態
度
が
こ
れ
に
よ
っ
て
改
ま
る
筈
も
な
く
、
果
し
て
中
外

商
人
の
奔
走
に
も
拘
わ
ら
歩
、
開
戦
を
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
。
又
も
や
漕
船
は
劫
掠
・
沈
波
の
被
害
を
蒙
っ
た
ば
か
り
か
、
末

批
分
二
十
四
高
石
を
被
留
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
始
末
に
陥
っ
た
の
で
あ
旬
。

ほ
ど
な
く
北
京
倹
約
の
締
結
に
よ
っ
て
移
り

を
告
げ
た
。
本
候
約
に
よ
っ
て
侵
略
の
基
礎
を
完
成
し
た
列
強
は
、

惨
臆
た
る
事
態
も
、

そ
の
後
再
び
漕
運
を
阻
紹
し
よ
う
な
ど
と
は
し
・
な
か
っ
た
。
も
は
や

武
力
に
訴
え
ヂ
と
も
、
彼
等
は
、
全
く
合
法
的
に
ジ
ヤ
ン
ク
の
利
権

を
奪
っ
て
上
海
|
天
津
貿
易
K
乗
り
出
し
て
い
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
方
江
漸
海
運
は
、
太
卒
軍
の
進
出
に
伴
っ
て
成
豊
十
一
年
か
ら
同

治
二
年
ま
で
停
止
さ
れ
る
。
こ
の
間
、
北
方
は
殆
ん
と
採
耕
米
の
形

で
外
園
船
に
依
存
し
て
居
り
、
太
卒
天
園
銀
座
後
、
漕
運
制
度
は
全

く
異
な
っ
た
様
相
を
帯
び
て
登
場
す
る
の
で
あ
っ
た
。
次
に
ζ

の
遁

で
船
商
の
様
子
に
戻
つ

T
み
よ
う
。

成
盟
年
聞
の
海
船
雇
用
保
件
は
、
雑
費
銀
が
一
律
に
毎
石
二
分

八
輩
と
纏
め
ら
れ
た
の
を
除
け
ば
道
光
六
年
の
時
と
全
く
同
一
で
あ

ω
 

っ
た
。
然
し
、
臆
募
し
た
商
船
側
の
扶
況
は
、
前
回
と
比
較
に
な
ら

-64ー

ぬ
ほ
ど
消
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
漸
江
省
が
海
運

を
行
な
っ
た
た
め
に
漕
糧
が
増
加
し
た
こ
と
、
及
び
戦
凱
に
捲
き
こ

ま
れ
て
海
船
が
減
少
し
た
と
と
に
あ
っ
た
。
大
盟
、
漕
運
は
自
省
の

船
舶
で
賄
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
湖
江
省
は
北
洋
を
航
行
す
る

量
船
・
三
不
像
船
(
寧
船
と
線
稽
)
が
少
く
、
賓
施
嘗
初
か
ら
強
制

雇
一
周
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

一
方
、
沙
船
は
、
嘗
時
尚
二
千
隻
近
く

の
数
を
保
有
し
て
い
た
の
で
直
ち
に
漕
糧
の
増
加
に
苦
し
む
と
と
は

な
か
っ
た
が
、
成
豊
四
年
に
は
小
万
舎
の
上
海
占
領
の
影
響
を
受
け



て
字
減
し
て
し
ま
い
、
以
後
寧
船
と
同
じ
く
強
制
策
が
講
じ
ら
れ
る

ζ

と
と
な
フ
た
。

商
船
動
員
策
は
必
然
的
に
客
貨
運
賃
を
高
め
る
と

と
と
な
り
、
船
商
が
潜
運
を
忌
避
す
る
風
潮
を
生
み
出
す
。
そ
こ
で

更
に
強
制
雇
用
を
強
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
悪
循
環
を
生
じ
、
逐

に
海
運
局
は
、
漕
糧
受
領
査
を
持
た
ぬ
商
船
の
貿
易
を
禁
止
ナ
る
措

置
を
取
る
ま
で
に
な
っ
旬
。
ζ

れ
が
ア
ロ

l
戦
争
前
に
於
け
る
船
商

の
朕
態
で
あ
っ
た
。

ア
ロ

l
戦
争
と
船
商
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
先
K
幌
測
れ
た
通
り
で

あ
る
が
、
そ
の
他
北
方
で
封
鎖
さ
れ
た
商
人
は
義
勇
軍
に
編
成
さ
れ

ω
 

る
・な
と、

そ
の
損
害
は
計
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

船
商
は
強
制
的
な
雇
用
政
策
に
よ
っ
て
莫
大
な
被
害
を
蒙
っ
た
ま
ま

終
戦
を
迎
え
た
が
、
出
向
彼
等
の
前
途
に
は
致
命
的
な
打
撃
が
待
ち
構

え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
外
園
商
人
に
大
豆
職
迭
権
が
輿
え
ら
れ
た
こ

と
で
あ
っ
た
。

度
々
繰
り
返
し
た
遁
り
、
大
豆
は
船
商
の
最
も
貴
重
な
貨
物
で
あ

そ
れ
故
に
ζ

そ
、
外
園
船
に
利
権
を
奪
わ
れ
て
い
く
結
果
を

っ
た
。

憂
慮
し
た
中
園
首
局
は
、
先
に
豆
類
禁
帯
の
一
項
を
主
張
し
た
の
で

あ
っ
た
。
然
し
、

ζ

の
利
益
を
知
っ
た
列
強
が
歌
っ
て
い
る
筈
は
な
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か
っ
た
。
間
も
な
く
、
同
治
元
年
一
月
、
英
圏
公
使
ウ
ェ

l
ド
は
、

太
卒
天
園
鎮
座
に
協
力
す
る
代
償
と
し
て
、

ζ

の
篠
項
の
撤
回
に
成

功
し
た
の
で
あ
っ
旬
。
日
を
経
ナ
し
て
船
商
は
困
苦
を
訴
え
、
江
海

開
は
収
税
高
の
減
少
に
悩
み
始
ゆ
る
。
輿
論
に
押
さ
れ
た
信
用
政
者
は
、

先
の
篠
項
を
上
海
一
口

K
限
っ
て
適
用
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
が
、
も

と
よ
り
芙
固
に
既
得
利
権
を
放
棄
す
る
意
思
の
あ
ろ
う
筈
は
な
く
、

大
豆
貿
易
の
利
益
は
太
卒
天
園
剃
滅
費
に
充
て

τい
る
の
で
あ
る
か

ら
内
範
卒
定
後
に
協
議
し
よ
う
、
と
の
拒
絶
に
遇
っ
た
に
す
ぎ
な
か

ω
 

っ
た
。
強
制
雇
用
措
置
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
た
船
商
は
、

ζ
ζ

に

清
朝
の
力
で
は
ど
う
に
も
動
か
ナ
ζ

と
の
出
来
ぬ
列
強
勢
力
に
直
接
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ぶ
つ
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

四

漕
運
制
度
の
再
建
と
船
商
の
波
落

内
観
鎮
座
後
、
先
、ヂ
同
治
三
年
に
江
南
海
運
が
貰
施
さ
れ
た
。
更

に
翌
四
年
に
は
漸
江
海
運
が
再
開
さ
れ
、
清
朝
懸
念
の
河
運
が
江
北

地
方
に
於
て
復
活
し
た
。
潜
運
制
度
の
全
貌
を
明
ら
か
陀
じ
よ
う
と

ナ
れ
ば
こ
の
江
北
河
運
及
び
他
の
折
納
地
域
w
に
つ
い
て
述
べ
ね
ば
な

ら
な
い
が
、

こ
こ
で
除
船
商
に
関
係
す
る
江
漸
海
運
に
の
み
限
る
こ

と
に
ナ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
商
船
は
、
職
凱
と
外
園
船
北
洋
航
行
の
影
響
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内
却

を
受
け
て
著
し
く
減
少
し
て
い
幻
。
蛍
時
中
園
船
と
利
権
を
争
っ
た

外
園
船
は
、
主

K
爽
板
船

(σ
ユ
閃
)
と
呼
ば
れ
る
帆
船
で
あ
っ
た
。
爽

板
船
は
、
沙
船
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
と
勝
れ
た
性
能
を
有
し

T
い

た
上
に
子
口
傘
税
の
特
権
を
付
輿
さ
れ
て
お
り
、
話
皿
金
に
苦
し
む
船

商
よ
り
一
段
と
有
利
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
有
利
な
地
位
に

加
え
て
北
方
豆
糧
の
搬
出
機
を
も
獲
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
船
商

が
匪
倒
さ
れ
た
の
も
や同
然
で
あ
っ
た
。
ζ

の
有
様
を
目
撃
し
た
江
蘇

巡
撫
李
鴻
章
は
、
同
治
三
年
十
月
、

内
凱
中
に
取
り
交
し
た
協
定
に

従
っ
て
、
上
海
の
大
豆
版
運
権
を
め
ぐ
る
交
渉
に
着
手
し
た
。
然
し
、

時
を
稼
ぐ
た
め
に
交
渉
を
延
期
し
た
芙
闘
が
そ
う
簡
単
に
腔
デ
る
筈

は
な
か
っ
た
。
結
局
、
巧
み
な
口
賓
と
外
交
僻
令
の
末
、
交
渉
は
緒

切

に
つ
く
ζ

と
も
な
く
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
、
商
船
は
上
海
の
繁
栄
に
反
比
例
し
て
急
速
に
影
を
漕

め
て
い
っ
た
が
、
他
面
、
漕
糧
の
方
は
、
江
南
回
復
後
漸
次
蓄
に
復

し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
吠
態
が
決
定
的
と
な
っ
た
向
治
七
年
、
今
後

の
漕
糧
増
加
に
封
醸
し
得
る
だ
け
の
商
船
を
確
保
す
る
自
信
を
失
な

っ
た
海
運
局
は
、
新
し
く
爽
板
船
の
採
用
を
問
題
K
し
た
。
漕
運
は

中
園
船
で
と
い
う
餓
則
は
、
漕
運
維
持
と
い
う
大
前
提
の
前
に
後
更

や
}
徐
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
同
年
に
は
試
み
と
し
マ

九
隻
の
爽
板
船
が
採
用
さ
れ
、
合
計
三
高
一
千
絵
石
の
漕
糧
を
無
事

職
、
途
ナ
る
と
と
が
出
来
た
。
然
し
、
勝
れ
た
性
能
を
有
し
て
い
た
に

も
拘
わ
ら
や
ノ
、
爽
板
船
は
一
年
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
故
な

ら
、
①
外
園
船
用
荷
揚
場
(
洋
行
桟
房
)
が
不
足
し
て
い
て
一
時
に
荷

揚
げ
出
来
な
い
こ
と
、
②
喫
水
が
深
い
の
で
太
泊
ま
で
し
か
進
め
な

い
こ
と
、
③
剥
船
の
不
足
に
よ
っ
て
多
量
の
米
を
一
時
に
捌
き
さ
れ

な
い
こ
と
、

の
諸
飲
黙
が
明
ら
か
と
な
り
、
桟
房
と
剥
船
を
建
造
ナ

る
位
な
ら
寸
沙
寧
船
を
補
充
し
て
二
回
運
ば
せ
た
方
が
得
策
で
あ
る

と
の
結
論
に
達
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
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ζ

の
例
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
沙
寧
船
は
、
貿
易
面
で
ほ
敗

北
し
た
も
の
の
漕
運
面
で
は
街
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
又
船

商
側
に
於
て
も
、
外
園
船
に
販
路
を
奪
わ
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
次

第
に
漕
運
に
依
存
ナ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
で
は
、

ζ

の
相
互
依

存
関
係
は
と
の
よ
う
に
結
合
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
両
者
の
閥

係
に
燭
れ
る
と
と
に
し
よ
う
。

海
運
再
聞
に
あ
た
っ
て
先
ナ
問
題
と
な
ヲ
た
の
は
剥
船
の
不
足
で

あ
っ
た
。
剥
船
の
原
額
は
二
千
五
百
隻
で
あ
っ
た
が
、
同
治
初
年
に

は
八
百
隻
に
減
少
し
て

b
り
、
七
年
に
六
百
隻
を
補
充
し
た
も
の
の
、

蓄
黙
に
復
ナ
る
に
は
程
遠
い
紋
態
で
あ
っ
た
。
剥
船
の
不
足
は
直
ち



に
商
舶
の
天
津
停
泊
を
長
び
か
せ
る
こ
と
と
な
る
Q

事
賞
、
従
来
年

に
三
・
四
回
南
北
聞
を
往
来
し
て
い
た
商
船
は
、
此
頃
に
な
る
と
、

一
回
の
漕
運
だ
け
で

一
年
を
費
ナ
ま
で
に
な
っ
て
い
い
こ
の
た
め
、

貿
易
量
が
減
っ
た
の
は
勿
論
、
商
貨
で
あ
る
豆
粕
は
耕
作
期
に
聞
に

合
わ
・
な
い
た
め
に
値
が
下
り
、
た
だ
で
さ
え
波
落
し
か
け
て
い
た
商

関

人
を
ま
ナ
ま
す
苦
し
ゅ
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
、
新
た
に
外
園
汽
船

が
天
津
附
近
を
航
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
汽
船

の
振
動
・
徐
波
を
受
け
て
漕
糧
の
署
捜
が
績
出
ナ
る
よ
う
に
な
り
、

ζ

れ
の
賠
償
を
迫
ら
れ
た
船
商
は
自
然
漕
糧
の
盗
買
に
活
路
を
見
出

す
よ
う
に
な
っ
た
。
曾
て
「
般
質
な
る
富
戸
レ
の
信
用
を
得
て
い
た
商

人
の
こ
の
凶
変
化
に
劃
し
て
、
海
運
局
と
し
て
は
、
徐
米
の
強
制
買
上

ω
 

げ
・
盗
買
禁
止
令
な
と
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
フ
た
。

ζ

の
悪

循
環
を
断
ち
切
る
方
法
は
船
商
を
保
護
す
る
ζ

と
し
か
あ
り
得
な
い
。

や
が
て
海
運
局
は
、
防
弊
に
乗
出
ナ
反
面
、
遅
蒔
き
な
が
ら
船
荷
保

護
策
を
講
、
や
ノ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
第
一
策
が
萱
金
の
減
兎
で
あ

る

上
海
の
賛
金
は
商
人
達
の
反
劉
に
遇
っ
て
他
の
地
方
よ
り
遅
れ
て
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徴
収
さ
れ
た
が
、
漢
口
・
九
江
開
港
以
来
、
上
海
関
税
の
減
少
を
補

充
す
る
必
要
上
、
，
次
第
に
此
地
の
収
奪
度
は
巌
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

回

こ
の
内
、
大
資
本
は
租
界
に
逃
れ
て
収
奪
を
兎
れ
た
と
い
う
が
、
船

商
の
よ
う
な
波
落
商
人
は
軍
飼
捕
の
半
額
を
割
嘗
ら
れ
、
買
耕
化
し

鴎

た
富
商
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
と
の
負
権
に
鳴
い
で
い
た
。
そ
の
吠

態
に
麿
じ
て
、
同
治
四
年
以
後
、
幾
度
か
減
遊
策
が
賞
施
さ
れ
は
し

た
が
、
結
局
、
九
年
に
な
っ
て
、
江
漸
共
に
五
百
石
以
上
の
積
載
力

を
持
つ
重
驚
の
船
だ
け
雑
貨
出
口
一
賞
金
を
二
割
減
、
ヂ
る
と
い
う
姑
息

切

な
案
に
決
着
し
た
。
そ
の
他
保
護
策
を
列
附
帯
し
て
み
る
と
、
第
二
策

は
奉
天
米
穀
の
運
出
を
許
可
し
た
ζ

と
で
あ
っ
た
。
と
れ
は
同
治
四

年
か
ら
賓
施
さ
れ
た
が
、
通
商
僚
約
が
締
結
さ
れ
て
以
来
、
ナ
で
に
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外
園
商
人
に
は
許
可
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
合
理
を
是
正

ω
 

し
た
と
い
う
に
ナ
ぎ
・
な
か
っ
た
。
第
三
策
は
回
空
沙
寧
船
の
北
税
克

除
、
即
ち
、
山
東
・
奉
天
等
の
北
貨
出
口
税
を
全
兎
し
た
こ
と
で
あ

切

り
品
第
四
策
は
水
脚
銀
を
五
銭
五
分
に
増
額
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
と
え
貫
施
さ
れ
て
も
、
外
園
商
船
と
封
抗
し
得
る
力

前
二
策
は
、

を
失
い
、

且
自
己
の
貿
易
に
従
事
ナ
る
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
た
船
商

に
と
っ
て
さ
ほ
と
有
効
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
最
後
の

策
だ
け
は
船
商
を
賓
際
に
潤
ナ
の
に
役
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
諸
掛
策
に
よ
っ
て
船
商
は
い
く
ら
か
生
色
を

取
り
戻
し
、
年
々
増
大
(
回
復
)
ナ
る
潜
糧
を
何
と
か
職
迭
ナ
る
こ
と
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が
出
来
た
と
い

九
。
然
し
海
運
局
は
、
如
何
に
針
策
を
講
じ
て
み
て

も
、
販
路
を
失
っ
た
船
商
が
も
は
や
現
欣
を
維
持
し
得
る
筈
の
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
商
船
を
大
巾
に
修
理

・
採
用
ナ
る

よ
り
も
、
運
糧
に
耐
え
る
内
に
新
し
い
針
策
を
考
え
よ
う
と
し
た
。

そ
の
第
一
回
の
試
み
が
、
前
記
爽
板
船
の
試
用
で
あ
っ
た
が

ζ 

れ

が
失
敗
に
移
っ
た
こ
と
は
、
改
ゆ
て
沙
寧
船
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ

は
し
た
も
の
の
、
事
改
め
て
有
効
な
針
策
を
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
な

く
、
漕
運
は
依
然
船
の
不
足
を
か
ζ

ち
な
が
ら
績
行
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
丁
度
ζ

の
頃
、
時
を
同
じ
く
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
李

鴻
章
の
輸
船
招
商
局
設
立
の
献
議
で
あ
っ
た
。

招
商
局
は
、
同
治
十
一
年
K
成
立
す
る
と
直
ち
に
江
漸
同
年
分
漕

運
に
従
事
し
た
。
同
年
の
同
局
請
負
額
は
約
十
六
高
石
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ほ
と
多
額
な
静
で
は
な
か

っ
た
が
、
漕
糧
供
出
高
の
不
安
定
な

折
柄
そ
の
調
節
が
難
し
く
、
早
く
も
翌
年
に
は
商
船
と
の
聞
に
漕
糧

争
奪
戦
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

即
ち
同
治
十
二
年
夏
、
招
商

局
の
割
込
に
よ
っ
て
自
己
の
割
嘗
分
ま
で
侵
蝕
さ
れ
る
危
険
を
感
じ

た
船
商
達
は
、
招
商
局
設
立
者
で
あ
る
李
鴻
章
に
向
円
以
後
百
寓

臼

石
を
商
船
分
と
し
て
確
保
さ
れ
る
よ
う
嘆
願
し
た
の
で
あ
っ
た
。
李

鴻
章
は
そ
の
理
を
認
め
、
百
高
石
を
差
し
引
い
た
残
額
だ
け
招
商
局

に
運
ば
せ
る
こ
と
を
確
約
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
同
年
起
運

漕
糧
が
百
高
石
に
達
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
や、

ζ

れ
を
知

っ
た
招
商
局
側
で
は
、
設
立
蛍
初
の
約
束
で
あ
る
二
割
請
負
の
傑
項四回

・

を
楯
に
と
っ

τ李
鴻
章
の
慮
置
K
異
議
を
申
入
れ
る
始
末
と
な
っ
た
。

こ
の
争
い
は
海
運
局
の
仲
裁
に
よ
っ
て
一
雁
解
決
し
た
も
の
の
、
こ

の
よ
う
な
事
態
に
あ
っ
て
は
、
以
後
招
商
局
諮問
負
分
が
要
求
額
を
下

廻
る
の
も
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、

こ
の
頃
の

招
商
局
は
ま
だ
規
模
が
小
さ
か
っ
た
の
で
直
ち
に
経
管
K
支
障
を
き

た
ナ
ζ

と
も
・
な
か
っ
た
が
、

光
緒
四
年
に
旗
日
目
洋
行
を
併
合
し
て
組
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織
を
扱
張
し
て
か
ら
は
装
貨
の
不
足
に
苦
し
む
よ
う
に
な
っ
て
い
つ

た
。
そ
こ
で
封
策
に
窮
し
た
李
鴻
章
は
、
沿
江

・
沼
海
の
海
運
官
物

仰

を
全

τ招
商
局
に
請
負
わ
せ
て
貰
う
よ
う
朝
廷
に
要
求
し
た
。

ζ

の

時
、
彼
は
上
奏
文
の
中
で
、
局
船
が
積
載
す
る
商
貨
は
洋
船
に
掛
扶

さ
れ
て
紋
損
を
招
き
が
ち
で
あ
る
。
商
局
は
只
漕
糧
に
よ
っ
て
命
脈

を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
繁
雑
な
海
開
税
を
忌

避
し
て
、

中
園
輸
船
商
人
が
招
商
局
よ
り
も
外
園
高
人
の
下
に
入
つ

関

て
い
き
が
ち
な
常
時
に
あ
っ
て
は
蓋
し
蛍
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、
特
別
の
恩
典
の
附
さ
れ
た
漕
糧
に
執
着
し
た
の
も
亦

首
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ぃ
、
ヂ
れ
に
せ
よ
、

李
鴻
章
の
要
求
に
よ
っ



て
、
光
緒
四
年
に
は
江
南

・
漸
江

・
江
北
の
海
運
漕
糧
、
及
び
江
西

-
湖
北
の
採
買
潜
米
の
幾
分
か
が
請
負
わ
さ
れ
る
と
と
と
な
り
、
招

関

商
局
の
装
貨
は
急
速
に
増
加
し
た
の
で
あ
っ
た
。

輪
船
は
四
・
五
千
石
か
ら
一
寓
二
・
三
千
石
の
積
載
能
力
を
持
ち
、

上
海
天
津
聞
を
月
に
二

・
三
回
往
復
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
d

の

上
、
天
津
に
四

・
五
十
高
石
儲
蓄
出
来
る
荷
揚
場
を
持
っ
て
居
り
、

輪
船
・
剥
船
共
に
積
換
え
の
煩
を
避
け
る
ζ

と
が
出
来
た
ば
か
り
か
、

漕
運
制
度
、
を
も
非
常
に
簡
便
に
し
た
。
そ
の
放
に
ζ

そ
招
商
局
の
要

求
に
贋
じ
て
年
々
請
負
額
が
増
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
と

り
も
な
か
さ
や
ノ
沙
寧
船
の
承
運
分
を
犯
し
て
い
く
結
果
と
も
な
っ
た
。

ζ

の
招
商
局
の
優
位
性
を
決
定
し
た
の
が
光
緒
四
年
の
海
運
で
あ
っ

.
た
。
光
緒
四
年
、
漸
江
省
で
は
、
寧
船
商
人
が
、
次
回
の
漕
運
は
商

船
に
優
先
承
運
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
海
運
局
に
懇
願
し
た
が
、
賓
際

に
は
全
漕
糧
の
字
額
足
ら
や
ノ
し
か
請
負
わ
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
を

関

生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

ζ

の
一
裏
に
は
李
鴻
章
の
力
が
大
き
く
働
い
て

い
た
。
即
ち
、
李
鴻
章
は
、
前
年
、
海
運
局
員
が
招
商
局
の
要
求
を

受
け
入
れ
な
い
の
に
立
腹
し
、
直
接
朝
廷
に
向
っ
て
増
額
を
要
請
し

国
間

た
の
で
あ
る
が
、

ζ

の
要
請
は
直
ち
に
認
可
さ
れ
、
海
運
漕
糧
の
少
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く
と
も
四

・
五
割
を
招
商
局
分
と
し
て
確
保
せ
よ
と
の
命
令
が
下
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
ャ

ζ

う
な
れ
ば
、
如
何
に
船
商
が
窮
川
献
を
訴

ぇ
、
如
何
に
海
運
局
が
船
商
の
請
願
を
認
め
よ
う
と
も
、
今
更
と
う

ナ
る
ζ

と
も
出
来
・
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
今
ま
で
地
方
紳
商
に
よ

っ
て
握
ら
れ
て
い
た
海
運
主
導
権
は
洋
務
源
官
僚
の
手

K
移
行
し
、

海
運
局
の
保
護
に
よ
っ
て
何
と
か
命
脈
を
保
っ
て
い
た
船
商
は
、
後
、

細
々
'と
漕
運
に
従
い
は
し
た
も
の
の
、

一
躍
第
一
線
か
ら
退
け
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

む

ナ

ぴ

租
法
の
遵
守
を
至
上
命
令
と
し
、
且
膨
大
な
河
運
韓
系
を
措
皮
革
ナ

る
だ
け
の
能
力
を
持
た
な
か
っ
た
清
朝
は
、
長
い
間
海
運
の
賓
施
に

積
極
的
賛
意
を
示
さ
な
か
っ
た
。
然
し
、
太
卒
天
圏
内
凱
に
よ
っ
て
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食
糧
補
給
の
常
路
を
断
た
れ
て
か
ら
、
清
朝
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と

に
拘
ら
や
ノ船
商
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
く
・
な
っ

T
い
た
。

放
置
さ
れ
て
い
る
間
富
庶
を
以

τ聞
え
た
船
商
は
、
清
朝
の
こ
の

出
演
局
に
直
面
し
て
反
っ
て
官
府
か
ら
の
剥
奪
を
蒙
る
よ
う
に
な
り
、

4

波
落
の
一
途
を
辿
り
始
め
た
。
そ
の
歩
み

K
拍
軍
を
か
け
た
の
が
外

国
勢
力
の
侵
入
で
あ
っ
た
。
優
れ
た
外
園
船
舶
の
前
に
あ
っ
て
、
船

商
は
い
つ
か
波
落
ナ
る
運
命
を
荷
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
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も
し
漕
運
と
い
う
束
縛
が
な
か
っ
た
な
ら
、
彼
等
と
て
空
し
く
手
を

扶
く
こ
と
も
な
く
、
或
は
自
活
の
道
を
見
出
し
、
或
は
買
耕
化
の
道

を
見
出
し
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
強
制
雇
用
に
よ

っ
て
船
商
の
活
路
を
封
じ
、
文
資
金
等
に
よ
っ
て
収
奪
し
つ
く
し
た

清
朝
は
、
船
商
に
利
用
債
値
を
見
出
し
得
な
く
な
る
と
、
招
商
局
と

い
う
強
力
な
官
営
組
織

K
一
肩
代
り
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
が
本
稿
の
ま
と
め
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
清
朝
は
僅
か
な
り

と
も
政
権
を
維
持
ナ
る
と
と
が
出
来
た
。
然
し
、
清
朝
は
、
反
面
ζ

の
収
奪
に
よ

っ
て
最
も
頼
み
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
中
産
階
級
が
自
己
の

傘
下
か
ら
離
反
し
て
い
っ
た
と
と
に
気
が
つ
き
も
し
・
な
か
っ
た
。
こ

う
し
て
自
ら
墓
穴
を
掘
り
つ
つ
、
清
朝
は
滅
亡
へ
と
進
ん
で
い

っ
た

の
で
あ
る
。

-一王ωこ
の
区
分
は
江
南
地
方
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
他
の
地
方
で
は
折
納
が

行
な
わ
れ
て
い
た
。

ω消
史
列
俸
三
六
、
院
元

帥
皇
朝
経
世
文
編
四
八
、

院
元

「
海
迩
孜
上」

ω銭
泳
履
閣
議
話
回
ぺ
協
済
」

同
東
華
績
品
師
、
康
照
五
十
九
年
十
月
壬
子

制
加
藤
繁
「
康
照
乾
隆
時
代
に
於
け
る
満
洲
と
支
那
本
土
の
通
商
に
つ
い
て
」

何
珠
批
論
旨
、
岳
溶
、
確
正
十
二
年
八
月
初
八
日
。
医
査
豆
船
一
項
。
由
東

省
版
運
江
南
省
街
少
。
惟
江
南
阪
貨
来
東
端
技
賀
之
後
。
即
買
青
白
二
一旦
帝

国
江
省
者
。
十
居
六
七
。

ω加
藤
繁
「
満
洲
に
於
け
る
大
豆
豆
餅
生
産
の
由
来
に
就
い
て
」

例
中
衡
一
勾
一
寸
海
運
南
漕
議
」
(
安
呉
四
種
)

帥
皇
朝
経
世
文
編
四
八
、
謝
占
壬

「
古
今
海
運
異
宜
」

帥
光
緒
銀
海
豚
士
山
二

五
、
孝
義
。

国
東
華
綴
録
道
光
五
年
四
月
J
八
月
。

帥
戸
部
則
令
(
同
治
四
年
刊
本
)
十
九

・
二
十
。

叫
中
衡
一
今
一
二
「
庚
辰
雑
箸
三
」
。
漕
委
の
膨
張
に
関
し
で
は
、
「
議
一内
閣
。
孫

-
玉
庭
参
奏
李
突
鴎
濫
汲
漕
委
多
人
滋
累
脅
丁
州
豚
二
箔
。
漕
委
一
項
前
経

鍛
旧
宮
一
寸
奏
明
。
節
次
側
滅
。
出
埠
李
爽
鴎
任
内
(
一
弘
一
日
間
口

mt)逐
漸
加
増

源
委
至

一
百
四
十
品
開
人
之
多
。
該
漕
督
曾
向
孫
玉
庭
言
及
。
漕
標
候
補
人

等
多
窮
苦
堪
憐
。
不
得
不
概
行
差
委
以
資
調
制
m
o
---

:
」
(
東
華
綴
錦
、

嘉
康
二
十
四
年
間
四
月
壬
辰
)
の
記
述
が
あ
る
。
筒
、
此
頃
の
定
員
は
二

十
四
名
で
あ
っ
た
。

帥
珠
批
議
旨
、
若
J

総
善
、
薙
正
七
年
=
一月
初
三
目
。
十
二
月
初
四
日
。

紛
同
前
、
王
之
俊
、
薬
正
十
年
二
月
十
三
日
。

間
皇
朝
経
世
文
績
編
四
七
、
孫
鼎
臣
「
論
漕
ご

帥
宮
崎
桂
券

頼
志
堂
築
九
「
均
賦
設
勧
紳
」

側
戸
部
漕
運
全
書
七
六
「
催
徴
考
成
」

貌
源
古
徴
堂
外
集
七
、
上
江
蘇
巡
撫
陸
公
論
南
漕
書。

側
皇
朝
経
世
文
編
四
八
、
英
和
、
革
骨
漕
選
出
演
通
全
局
疏
。

仰
江
蘇
海
運
全
案
原
編
て
督
撫
奏
海
運
章
程
。

同同
皇
朝
経
世
文
編
四
八
、
英
和
、
再
簿
海
運
折
漕
章
程
疏
。

倒
江
蘇
海
運
全
案
原
編

一

司

道
禽
詳
海
運
外
緋
章
程
。
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帥
戸
部
漕
還
金
書
九
十
上
洋
受
免
。

錦
戸
部
則
令
二
三
官
丁
奨
他
。

帥
同
刷
判

例
古
徴
堂
外
集
七
「
復
蒋
中
堂
論
南
漕
書
」

偽
同
前
「
道
光
丙
成
海
運
記
」

川
開
陶
文
毅
公
集
八
「
合
同
総
督
酌
議
新
漕
海
運
章
程
摺
子
」

帥
岡
崎
刷

倒
江
蘇
海
運
全
案
原
編
一
「
督
撫
奏
遜
旨
饗
議
河
海
並
運
」

問
問
同
前
「
大
皐
土
等
奏
議
覆
河
海
並
運
事
宜
態
如
奏
暫
行
緩
議
」

倒
国
・
回
・
冨
O
可
凹
叩
h

、H
，y
m
U芯
自
由

p
u
s
-
p
w
g立
0
5
0ご
宮
町
。
玄
ロ

g叩

開
自
問
弘
司
巾
(
℃
・

ω由
Hlω
由

ω)

帥
幅
削
江
海
運
全
案
初
編
一
「
漸
撫
奏
鋒
議
新
漕
試
行
海
運
」

帥
録
制
排
夷
務
始
末
道
光
三
十
年
六
月
戊
申
。

向
、
首
時
の
英
園
入
。
・

ω・
o
m
σ
o
E
も
、
漕
還
を
握
れ
ば
中
園
を
支
配

し
得
る
と
述
べ
て
い
る
。
(
=
寸
宮
司
白
弘
同
ロ
向
日
司

C
Z
5
0同
切

ユ

m
z
z

M
N
色
白
C
O
ロ
同
国
ロ
円
u
z
g白
=
・
司
・
区
∞
)

M

剛
間
前
成
豊
八
年
二
月
戊
辰
。

帥
間
前
成
豊
八
年
三
月
戊
寅
。

ω江
蘇
海
運
全
集
原
編
四
「
将
軍
等
奏
波
溝
口
岸
停
泊
漕
船
詰
先
鈴
貨
免
税
」

倒
響
曲
耕
夷
務
始
末
成
豊
八
年
十
月
辛
酉
。

帥

同

前

成

豊
L
l
年
正
月
葵
未

帥
江
蘇
海
運
全
案
原
縞
四
「
戸
部
奏
議
覆
海
運
章
程
」

糊
鍵
弊
夷
務
始
末
成
豊
十
年
閏
三
月
壬

T
。

帥
江
蘇
海
運
全
案
原
編
四
「
戸
部
奏
議
覆
海
運
末
批
米
石
援
措
問
兵
糧
」

刷
同
前
ニ
「
司
道
詳
海
運
外
緋
章
程
」

胸
漸
江
海
運
全
案
績
縞
二
「
省
局
詳
請
飛
呑
各
省
巌
査
商
船
押
令
団
所
」
初

編
三
「
漕
督
片
奏
筋
示
各
商
船
駕
赴
劉
河
海
口
受
載
漕
糧
」
e

帥
器
時
緋
夷
務
始
末
成
農
八
年
四
月
庚
申
。

師
同
前
同
治
元
年
正
月
庚
辰
。

側
同
前
同
治
元
年
六
月
丁
丑
。

側
同
前
同
治
三
年
九
月
丙
辰
。・

・
・
・
・
(
洋
船
)
直
赴
牛
荘
等
慮
。
裳
運
米

石
。
北
地
貨
債
。
因
之
田
町
貴
。
南
省
鈴
路
。
篤
其
侵
占
。
爾
載
以
来
。
沙

船
貸
本
殆
輩
。
富
者
隻
而
赤
貧
。
:
:
:
・
:
今
沙
船
無
貸
販
貨
。
停
泊
在
港

者
以
千
百
披
計
。

帥
李
文
忠
公
全
書
奏
稿
七
「
北
洋
豆
貨
上
海
一
口
請
鯖
華
商
販
運
摺
」

制
江
蘇
海
運
全
案
績
編
三
「
戸
部
等
街
門
選
議
覆
奏
爽
板
選
米
情
形
」

倒
間
前
績
編
二
「
戸
部
議
覆
請
修
天
洋
北
倉
一
摺
及
載
留
賑
米
核
定
剥
債
耗

米
数
目
附
片
」

帥
同
前
績
編
六
「
替
機
奏
蘇
省
海
運
章
程
」
前
図
天
津
験
卸
稽
還
。
以
致
団

南
絞
晩
。
並
因
沙
船
接
運
北
貨
回
南
。
以
餅
泊
一
旦
三
項
信
用
大
宗
。
餅
係
農

民
肥
回
所
需
。
近
年
沙
船
承
運
赴
津
田
南
。
販
運
北
地
貨
物
。
難
奉
奏
明

免
猿
徴
税
。
惟
回
南
毎
多
失
時
。
餅
債
大
滅
。
船
商
多
島
本
。

帥
同
前
績
編
三
「
渇
局
菓
稽
査
盗
寅
章
程
」

同
小
野
信
爾
「
李
鴻
章
の
登
場
」
(
東
洋
史
研
究
時
ノ

2
)

帥
王
舗
「
混
濁
雑
記
」

帥
戸
部
漕
運
全
書
九
二
「
饗
緋
海
運
」

九
年
以
前
の
減
免
紋
況
は
、
江
蘇
で
は
、
四
年
に
助
鮪
繍
盗
及
油
一
旦
餅
各

摘
三
割
、
上
海
助
餅
船
指
全
免
。
漸
江
で
は
、
三
・
四
年
K
北
行
貨
鑑
三

割
。
五
年
に
貨
鐙
一
一
割
。
水
手
私
貨
調
二
割
、
船
揖
全
免
。
六
年
に
田
空

船
損
及
水
手
私
貨
摘
二
割
減
免
。
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倒
錯
骨
耐
抑
夷
務
始
末
同
治
四
年
五
月
乙
未
。

側
李
文
忠
公
金
書
奏
稿
九
「
海
巡
回
笠
沙
船
積
免
北
税
指
」

細
江
蘇
海
運
全
案
績
編
ニ
「
戸
部
奔
蘇
省
割
問
加
商
船
運
米
水
脚
部
覆
」

側
同
右
績
編
四
「
戸
部
奏
覆
蘇
撫
敬
陳
管
見
摺
内
安
簿
漕
運
一
候
」
沙
船
之

利
。
初
則
篤
爽
板
所
分
。
総
且
全
信
用
爽
板
所
奪
。
自
李
鴻
章
裁
減
益
摘
。

管
閣
務
加
増
水
脚
。
沙
船
雌
檎
有
勝
機
。
肉
離
全
復
之
集
。

綱
同
前
新
編
三
「
蘇
撫
札
行
船
腕
商
葉
毎
年
江
漸
糧
米
以
一
}
白
石
分
源
漕
運
」

側
同
前
新
編
三
「
蘇
松
太
道
鴎
移
招
商
局
菓
諦
添
媛
樋
米
装
運
輸
船
」

倒
李
文
忠
公
金
番
奏
稿
三
十
「
海
運
官
物
統
蹄
商
局
片
」

側
東
華
績
鍬
光
絡
元
年
四
月
己
卯
。
往
年
中
園
議
定
章
程
。
設
立
輪
船
招

商
局
。
奪
洋
人
之
所
侍
。
収
中
園
之
利
様
。
誠
気
長
策
。
惟
是
推
行
土
木
康
。

翠
商
之
感
世
帯
領
船
者
向
腐
無
幾
。
且
自
中
外
通
商
以
来
。
江
斯
閑
庚
諸
商

亦
有
置
貿
紛
船
者
。
大
抵
皆
附
西
商
之
籍
。
用
西
園
之
旗
。
難
経
費
甚
大
。

利
掻
蹄
商
人
。
而
諸
商
曾
以
不
震
侮
者
。
其
故
何
也
。
蓋
信
用
華
商
則
報
税

遇
闘
。
毎
週
稽
品
開
。
製
肘
必
多
。
信
周
洋
商
則
任
往
各
口
。
無
所
欄
阻
。
獲

利
較
易
也
。

側
同
註
例

制
皇
朝
家
放
棄
続
一
八

制
問
李
文
忠
公
全
書
朋
僚
画
稿
一
七
「
復
沈
幼
丹
制
寧
」
(
光
緒
三
年
十
月
初
一

日
)
近
年
蘇
漕
援
運
不
及
二
成
。
名
魚
種
値
沙
船
。
寅
則
運
員
別
有
私
意
。

開
英
茂
女
本
届
米
色
太
感
。
擬
明
年
多
機
輸
船
。
而
車
問
糧
胡
道
欲
大
反
。

如
冠
九
之
所
策
。
下
届
叉
擬
少
援
。
是
不
得
不
耕
旨
明
定
成
数
。

加
問
徳
宗
賞
品
開
光
緒
三
年
十
一
月
戊
寅
。

東
洋
史
研
究
叢
刊
竣
告

古

代

チ

ベ

ッ

ト

史

研

究

上

佐

藤

長

著

四

九

六

頁

定

価

一

一

0
0同
(
九
月
発
行
)

本
惑
は
漠
臓
爾
方
面
の
文
献
を
自
在
に
脇
使
し
、
従
来
疑
問
の
多

か
っ
た
古
代
チ
ベ
ッ
ト
の
主
統
、
年
代
の
問
題
を
解
決
し
、
更
に
そ

れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
ざ
る
重
要
史
寅
を
一
々
解
明
し
た
も
の
。
チ
ベ

ッ
ト
史
、
唐
代
塞
外
史
に
つ
い
て
寅
に
前
人
未
到
の
境
地
を
開
拓
し

た
劃
期
的
業
績
で
あ
る
。

第

三

之

ニ

羽

田

博

士

史

皐

論

文

集

下

谷

言

語

・

宗

教

篇

約
九
O
O
頁
価
来
定
(
十
一
月
発
行
)

下
舎
に
は
未
設
表
の
「
回
髄
文
字
考
」
な
と
論
文
三
十
一
篇
、
及

び
随
筆
雑
録
ニ
十
五
時
酬
の
外
に
上
舎
と
共
通
の
索
引
及
び
俳
女
レ
ジ

ュ
メ
を
附
ナ
る
。

第

六

契

丹

古

代

史

む

研

究

愛

宕

松

男

著

約
三
五

O
頁
価
来
定
(
十
一
月
発
行
)

本
替
は
、
園
家
成
立
以
前
の
キ
タ
イ
部
族
の
歴
史
を
、
専
ら
社
命

制
度
史
の
菌
か
ら
取
扱
っ
た
。
従
っ
て
キ
タ
イ
族
K
就
い
て
、
そ

の

氏
族
制
の
起
源
・
部
族
結
成
の
過
程
・
部
族
組
織
の
内
容
訟
よ
び
原

始
函
家
の
形
態
以
下
の
問
題
が
自
ら
主
要
テ
l
マ
と
な
り
、
そ
れ
が

緩
め
上
げ
ら
れ
て
契
丹
古
代
史
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第

四

之

ニ

ア

ジ

ア

史

研

究

第

二

宮

崎

市

定

著

約
五

O
O
頁
価
宋
定
(
十
一
月
発
行
)

ζ

の
巻
に
は
著
者
が
昭
和
十
五
年
か
ら
敗
戦
の
年
に
至
る
聞
に
著

し
た
日
夜
表
、
未
設
表
の
論
文
「
世
界
史
序
説
」
ほ
か
二
十
篇
を
収

め
た
。

第
五
之

東

洋

史 J

研

，.." 

.:t(. 

曾
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to rectifying the evils Emperor Yungcheng (薙正)sent qualified candidates 

to the provinces to wait for vacancies， while he appointed the experienced 

to more important posts and the unexperienced to less important ones. 

This system was called waipu (外補). Though the system assumed more 

consummated features under Emperor Ch'ienlung (乾隆)， the actual power 

of installation became invested in the hand of provincial governors. 

Maritime Transportation and Shipping Merchants in Ch'ing 

Michiko Yamaguchi 

The shipping merchants， who prospered until about the Chiach'ing 

(嘉慶)era， began to faIl into rapid decay in the eras of Hsienfeng (威豊)

and T'ungchih (同治) due to the foIlowing causes; various restrictions 

imposed upon them after the Taokolang (道光)era and the competition of 

Western shipping merchants. The impact of activities of foreign merchants 

has been often explained in the light of the backwardness of China. But 

at the same time the governmental restrictions imposed on the Chinese 

shipping merchants played an important role in checking their activities. 

The present study is an attempt to explain the decline of the shipping 

merchants from' the institutional standpoint. 

The Choch'ienhu (捉銭戸)in T'ang (唐)

Hiroo Y okoyama 

Though the T'ang 0伍cialswere， as a rule， .paid out of the land tax income， 

this system began to fail because of the shortage of revenue. Consequently， 

a new source of revenue caIled Kungchieh pengch'ien (公瞬本銭)was set 

up to patch up de伍ciencyin the pay roIl by expending the interest there-

from，and later the new tax which was thought as a temporary measure 

came to assume a more important feature in the taxation sytem. Choch'ien-

hu is a na凶egiven to the household which was given the pri'vilege of 

borrowing the Government funds and owed the obligation to pay interest. 
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